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－総括1－ 

 
 

新規事業及び重要事業総括表 
 
 
 
Ⅰ 総 額 
 
 【一般会計】 

区分 令和４年度 令和３年度 伸び率 

予算総額 ２９４，４１１，０９５千円 ２６７,７０７,０４３千円  １０.０％ 

一般会計構成比        １３．２％        １２．６％ － 
 
  【母子父子寡婦福祉資金特別会計】 

予算総額 ９７２，９７４千円 ７６３，８７８千円  ２７.４％ 

 
  【総合リハビリテーションセンター病院事業会計】 

 予算総額   ４，４０２，１７３千円 ５，２９６，３７６千円 △１６.９％ 

 収益的支出  ３，９５２，１９０千円 ４，８１７，４２８千円 △１８.０％ 

 資本的支出  ４４９，９８３千円 ４７８，９４８千円  △６.０％ 

 
Ⅱ 主な新規事業及び重要施策                      （単位 千円） 
 
 １ 子育てに希望が持てる社会の実現 

  Ｐ １ 新規  若者の結婚マインド向上【少子政策課】             １９，５７２ 

   Ｐ ２    保育所待機児童対策の推進【少子政策課】         １，３００，０００ 

  Ｐ ３    保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進【少子政策課】 

                                       ２，０１０，５８２ 

  Ｐ ５    病児保育施設の整備促進【少子政策課】            ２８９，４１２ 

  Ｐ ６    放課後児童クラブの充実【少子政策課】          ６，９０５，８８８ 

   Ｐ ７ 一部新規 児童虐待防止対策の強化【こども安全課】         ２，０７７，３４０ 

                           

  ２ 高齢者の暮らしの安心支援 

  Ｐ ８ 一部新規 地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化【地域包括ケア課】 

                                      １００，６４８ 

  Ｐ１０ 一部新規 介護人材の確保・定着の促進【高齢者福祉課】         ５１４，２２３ 

                       【社会福祉課】 

  Ｐ１３    共生のための「チームオレンジ」構築支援【地域包括ケア課】    ６，６８３ 

  Ｐ１４    認知症施策の総合的な推進【地域包括ケア課】          ７２，５１８ 

  Ｐ１５    市町村介護保険財政支援【地域包括ケア課】       ８９，２１１，７０１ 

  



－総括2－ 

 ３ 障害者の自立・生活支援 

  Ｐ１６ 一部新規 医療的ケア児者とケアラーへの支援【障害者支援課】       ９８，４３０ 

  Ｐ１７ 新規 重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進【障害者支援課】   

  ２９，５００ 

  Ｐ１８ 一部新規 障害者就労施設への支援【障害者支援課】              ７，１１１ 

  Ｐ１９    障害児(者)福祉施設等の整備促進【障害者支援課】      １，５９３，０６９ 

 

  Ｐ２０    精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築促進【障害者福祉推進課】 

        ４２，０１６ 

 
 ４ 生活の安心支援 

  Ｐ２１ 一部新規 生活困窮者や生活保護受給者等に対する切れ目のない支援【社会福祉課】 

４２４，７３５ 

  Ｐ２４    子供の居場所づくりの支援【少子政策課】            １８，２８９ 

  Ｐ２５ 新規  ヤングケアラーを支援する施策の推進【地域包括ケア課】     ２１，００１ 

                          【こども安全課】 

  Ｐ２６     ケアラーを支援する施策の推進【地域包括ケア課】        ４９，３６６ 

                        【障害者支援課】  

  Ｐ２８    ひとり親家庭への支援【少子政策課】            １，８４５，８０１ 

  Ｐ２９ 新規 災害時における要配慮者等への支援体制の強化【障害者福祉推進課】 

                                 ５，０５６ 

   Ｐ３０    虐待通報ダイヤルの運用・虐待防止の啓発【福祉政策課】       ４５，７６４ 

 

 ５ 新型コロナウイルス感染症対策 

  Ｐ３１ 一部新規  新型コロナウイルス感染症対策【高齢者福祉課】      ２，７７４，６２４ 

                        【少子政策課】   

                        【こども安全課】  

                        【障害者支援課】 

 

 

 

 

 

 

 



－総括3－ 

 ６ エッセンシャルワーカーの処遇改善                 

  Ｐ３３  新規  エッセンシャルワーカーの処遇改善【高齢者福祉課】    １２，１７２，２２５ 

                           【地域包括ケア課】 

                             【障害者支援課】         

                            【こども安全課】  

                          【少子政策課】 

                          
 ＜参考＞ 福祉３プランの推進 

  Ｐ３４  一部新規 埼玉県子育て応援行動計画の推進【少子政策課】      ５１，８６４，７４７ 

                          【こども安全課】 

  Ｐ３８ 一部新規 埼玉県高齢者支援計画の推進【高齢者福祉課】        ９９，１１４，９４４ 

                       【地域包括ケア課】  

                       【社会福祉課】 

   Ｐ４３  一部新規  埼玉県障害者支援計画の推進【障害者福祉推進課】     ４７，２４６，８１１ 

                                             【障害者支援課】 

                                            【社会福祉課】 



新 規 
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若者の結婚マインド向上 
 
                 担当 少子政策課 企画・子育てムーブメント担当 
                 内線 ３３２５ 
 

１ 目  的 

  アフターコロナを見据え、結婚を希望する若者のマインドを高め、具体的な活動に踏

み出してもらうための支援を行うとともに、今後の少子化対策を効果的に推進するた

め、結婚、出産、子育ての当事者が必要とする支援ニーズを調査する。 

 

２ 予 算 額      １９，５７２千円 

 

３ 事業概要 

（１）若者の婚活チャレンジ支援                 １７，９００千円 

     結婚を希望する若者が婚活に前向きになる起爆剤として、結婚を希望する２０代の

独身男女１，０００人を対象に、「恋たま（SAITAMA 出会いサポートセンター）」を活

用し、若者の出会いの機会・婚活を集中的に支援する。  

    ① 恋たまのＡＩ婚活体験（週１回程度ＡＩがお見合い相手を紹介） 

    期間限定で恋たまのＡＩ婚活を体験してもらうキャンペーンを実施することで、

婚活を始めるハードルを下げ、具体的な行動に踏み出してもらうための支援を行う。 

 

  ② ２０代限定オンライン婚活イベントの開催 

    初めての人でも参加しやすいよう、同世代限定のオンライン婚活イベントを実施

し、出会いの機会を提供することで若者の結婚へのマインドを高める。 

 

 

（２）少子化対策深掘り調査                    １，６７２千円 

     県民へのアンケート調査やインタビュー調査等により、結婚、出産、子育ての当事

者が抱える課題や必要とする支援ニーズについて深掘りし、今後の少子化対策につな

げる。 
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保育所待機児童対策の推進  

   
 担当 少子政策課 施設整備・指導担当 

                       内線 ３３２８ 

         

 
１ 目  的 

  保育所等の待機児童を解消するため、認可保育所の整備のほか、企業や幼稚園と連携

するなど多様な保育サービスを充実し、新たに３，０００人分の受入枠の拡大を図る。 

 

２ 予 算 額     １，３００，０００千円 

 

３ 事業概要 

  保育サービス受入枠拡大に向けた取組  
 
 

R4当初 R3当初

保育所 安心こども基金（又は交付金）による保育所整備等 300,000       1,300     1,860     

認定こども園・
幼稚園との連携

安心こども基金（又は交付金）による認定こども園の
整備等

1,000,000     600       830       

地域型保育事業 小規模保育などによる低年齢児保育の促進 - 600       670       

企業内保育所の促進 (20,000) 40        40        

企業主導型保育事業活用への支援（国事業） - 460       800       

1,300,000     3,000     4,200     

※（　　）は他部局予算。

※　保育所、認定こども園、小規模保育事業の整備の一部は、国から市町村へ直接交付される交付金・補助金を

　  財源とする事業となっており、県としての予算額は計上していないが受入枠としては算入している。

区分 内容 予算額
受入枠

合計

企業との連携
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保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進 
 
                                担当 少子政策課 施設運営・人材確保担当 
                    内線 ３３４９ 
 

 

 

１ 目  的 

保育所等の待機児童対策を着実に進めるとともに、市町村と連携し、総合的な保育士

確保対策を推進する。 

保育士の確保・定着に向けて、保育士養成施設の学生及び保育士試験合格者に対する

県内保育所等への就職支援や保育士の職場定着支援を行う。 

さらに潜在保育士の活用を図るため、就職準備金の貸付や復職支援プログラムを実施

する。 

また、保育所等において低年齢児の受入れ等を手厚く行うための保育士加配に伴う経

費を助成するとともに、キャリアアップ研修を実施し、保育の質の向上を図る。 

 

２ 予 算 額     ２，０１０，５８２千円 

 

３ 事業概要 

（１）保育士確保推進事業                    ９５，３７６千円 

   新卒保育士及び潜在保育士を対象とした就職準備金貸付、求職者向け専用サイトの

運営やＳＮＳによる情報発信等を行うことで、県内保育所等への就職を支援する。 

 

（２）保育士・保育所マッチング支援事業             １５，１３１千円 

   「保育士・保育所支援センター」を運営するとともに、潜在保育士登録簿を活用し

た情報発信や復職支援プログラムを実施することで潜在保育士等の就職を促進する。 

 

（３）安心・元気！保育サービス支援事業費         １，０９１，０５０千円 

   保育所等において低年齢児や障害児の受入れや１歳児保育を手厚く行うための保育

士加配に伴う経費を助成する。 

 

（４）保育士宿舎借上補助事業                 １３１，５４０千円 

   保育士の就業継続を図るため、国の「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施する市

町村と保育所等に対して上乗せ補助を行い住居費負担軽減の取組を支援する。 
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（５）保育士研修等事業                    ６７５，３４３千円 

 保育士の専門性を高め、キャリア形成に応じた処遇改善につなげるため、保育士等

キャリアアップ研修を開催するとともに、保育所等における保育士の業務負担を軽減

するための保育補助者の配置に要する費用等を助成する。 

 

（６）埼玉がいいね！保育士就職応援事業              ２，１４２千円 

   保育所等の管理者向けのセミナーや就職後３年未満の保育士を対象とした就業継続

セミナーを開催する。 
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病児保育施設の整備促進 
 
                                担当 少子政策課 施設運営・人材確保担当 
                    内線 ３３３０ 
 

 

 

１ 目  的 

病児保育施設の整備を促進するとともに、病児保育送迎システムのモデル事業を実施

する。 

 

２ 予 算 額     ２８９，４１２千円 

 

３ 事業概要 

（１）病児保育施設整備促進事業                 ３５，４０６千円 

   新たに病児保育施設を整備するための経費及び新たに病児保育事業を実施する施設

に対し、必要な経費を補助する。 

 

（２）病児保育送迎システム整備事業               １６，０２３千円 

   体調不良になった子供を迎えに行けない場合に備えた病児保育送迎システムについ

て、モデル事業を実施する。 

 

（３）病児保育事業                      ２３７，９８３千円 

   病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良に

なった児童への緊急対応を行う保育所等に対し、経費を助成する。 
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放課後児童クラブの充実 
 
                                            担当 少子政策課 子育て環境整備担当 
                      内線 ３３２２            
１ 目  的 

 労働等により昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、授業の終了

後に遊び及び生活の場を与える「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助すると

ともに、利用児童の増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促進する。 

 

２ 予 算 額     ６，９０５，８８８千円 

 

３ 事業概要 

（１）放課後児童クラブ等運営費の補助      ６，５５７，９０４千円 

放課後児童クラブの利用児童数、開所日数及び運営形態に応じた運営費の補助を

行う。 

対   象   数  １，９６０か所 

    負 担 区 分  国１／３、県１／３、市町村１／３など 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）放課後児童クラブの整備促進      ３４３，９３１千円 

    利用児童の増加に対応するとともに、児童の安全・情緒の安定の観点から、児童

数７１人以上の大規模クラブから適正規模への移行促進等を図るため、新設整備や

既存施設の改修整備などを進める。 

 対   象   数 （新設整備） ２３か所 （改修整備） ３６か所 

 負 担 区 分 （新設整備） 国２／３、県１／６、市町村１／６など 

        （改修整備） 国１／３、県１／３、市町村１／３ 

（３）放課後児童クラブへの巡回支援事業          ４，０５３千円 

 質の高い支援を確保できるよう、助言等を行う巡回アドバイザーを配置し、県内 

児童クラブに派遣する。 

68,078人 71,004人 70,162人 72,447人

1,686か所
1,774か所

1,875か所 1,920か所

1,960か所

（予定）

H30 R1 R2 R3 R4

放課後児童クラブ施設数と登録児童数の推移

クラブ数 

登録児童数 



一部新規 
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児童虐待防止対策の強化  
 

    担当 こども安全課 児童虐待対策担当 内線 ３３３５ 

児童相談所整備担当 内線 ３３６２  
 
１ 目 的 

    北部地域の一時保護所不足を改善するとともに、熊谷児童相談所の老朽化・狭隘化

に対応するため、熊谷児童相談所と一時保護所を一体的に整備する（令和５年度開設

予定）。 
   また、児童相談所の管轄人口の平準化を図り、迅速かつ適切な虐待対応を行うた

め、朝霞市内に県設置８番目の児童相談所（一時保護所併設）を新設整備する（令和

７年度開設予定）。                  
   さらに、ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化により、児童虐待相談対応の充

実を図るとともに、市町村における相談体制強化の支援を行う。 
 
２ 予 算 額   ２，０７７，３４０千円 

 

３ 事業概要 

（１）児童相談所の整備・機能強化             １，９０７，７１５千円 

  ア 熊谷児童相談所・一時保護所の整備 

    （居室の個室化、学習室の充実、人材育成の拠点となる研修室の設置等） 

  イ  第８児童相談所（仮称）・一時保護所の新設整備（設計） 

  ウ 中央・南・草加児童相談所の執務室の拡張、児童福祉司等確保に係る広報の充実 

（２）児童虐待相談対応の充実（一部新規）            １３０，５５２千円 

ア ＳＮＳを活用した相談窓口の開設 

イ 休日・夜間の児童虐待対応窓口の民間委託 

ウ 児童の安全確認の一部を民間委託 

  エ 音声認識による記録の自動作成システムの導入や児童相談所業務支援システムへ

の児童虐待の類似事例検索機能の追加等ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化 

（３）市町村における相談体制強化の支援（一部新規）       ３９，０７３千円 

 ア 虐待相談対応の中核となる市町村職員の養成支援 

イ 相談援助技術向上のための支援（児童福祉司等の経験者を市町村へ派遣等） 

   ウ 市町村が実施する子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対するペアレントト

レーニングや要支援家庭への家事・育児支援に対する補助 
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地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化  
 
          担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当 内線 ３２５６ 

                    総務・介護保険担当 内線 ３２５５ 

    

１ 目  的 

  団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年を目途に、高齢になっても住み慣れた地域

で自分らしく暮らし続けられるよう、医療・介護・介護予防・生活支援などが一体的に

提供される地域包括ケアシステムの深化に向けて市町村を支援する。 

  また、地域共生社会の実現のため、市町村における高齢、障害、子ども、生活困窮等

の複雑化・複合化した課題に対応する包括的な支援体制構築の支援を行う。 

 

２ 予 算 額     １００，６４８千円 
 
３ 事業概要 

（１）地域包括ケア総合支援チーム派遣事業                ７，１０２千円 

   市町村の個別の状況に応じた地域包括ケアシステムを構築するため、全ての市町村

を対象に、自立支援、介護予防、生活支援などの取組をオーダーメイド・伴走型で支

援する総合支援チームを派遣する。 
 

（２）地域包括ケアシステム構築促進事業             ４０，６４１千円 

   地域ケア会議、介護予防、生活支援などの事業を担う市町村職員等の育成など、市

町村における地域包括ケアシステムの構築を支援する。 
 

（３）市町村地域支援事業促進事業費                ２，２７６千円 

   地域包括ケアシステムで中核的な役割を担う地域包括支援センターの機能を強化す

るため、市町村職員及び地域包括支援センター職員に対する研修を実施する。 
 

（４）看取り体制強化事業                    １０，１０４千円 

   介護施設等の管理者及び職員向けに研修を実施するとともに、介護施設等へ講師を

派遣し、職員のスキルアップと介護施設等における看取り体制の強化を図る。 
 

（５）地域包括ケアシステム広域支援事業（一部新規）       １９，３００千円 

   県内１０か所に設置している地域リハビリテーション・ケアサポートセンターと協

力医療機関の連携により、地域で活動できるリハビリテーション専門職を育成し、市

町村の介護予防事業等に派遣することで、地域包括ケアシステムの構築を支援する。 
   また、地域リハビリテーション支援体制に関する課題や今後の在り方等について検

討を行い、体制の強化・充実を図る。 
 

（６）民間事業者と連携した高齢者生活支援事業（プラチナ・サポート・ショップ） 

                                １０，３９３千円 

   民間事業者など多様な主体が高齢者をサポートする体制を整備し、高齢者の生活支

援及び介護予防を推進する。 
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（７）介護予防普及促進事業費                   １，６４２千円 

   県内市町村における効果的な介護予防事業の実施を支援するとともに情報共有やネ

ットワークづくりを推進するため、市町村の担当職員や地域包括支援センター職員を

対象に介護予防事業等の研修を実施する。 

 

（８）要介護度改善等促進事業                   １，５１０千円 

   介護事業所における自立支援・重度化防止の取組を促進するため、利用者の要介護

度の維持・改善等に積極的に取り組む事業所を評価・公表する。 

 

（９）市町村総合相談支援体制構築事業費              ３，１９６千円 

   総合相談支援体制構築に精通するアドバイザーの派遣、課題や手法を共有するため 

  の情報交換会の開催及び総合相談支援体制の中核を担う人材の育成を実施し、市町村

の総合相談支援体制の構築を支援する。 

 

（10）地域包括ケアシステム深化・推進事業（新規）         ４，４８４千円 

   重層的支援体制整備に関する助言や人材育成のための研修を実施することにより、

制度の狭間や高齢、障害、子ども、生活困窮等の分野に関連する複雑化・複合化した

課題等に対応できる包括的な相談・支援体制の構築に取り組む市町村を支援する。 
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介護人材の確保・定着の促進  
 

             担当 高齢者福祉課 介 護 人 材 担 当 内線３２３２ 

                       施設・事業者指導担当 内線３２５４ 

                      施 設 整 備 担 当 内線３２６８ 

                社 会 福 祉 課 施設指導・福祉人材担当  内線３２２５  
 

１ 目  的 

  高齢化の進展により要介護者の増加が見込まれる中で、必要な介護サービスを担う人

材を確保していく必要がある。このため、介護人材の確保、定着、生産性の向上及びイ

メージアップの４つの視点で総合的な介護人材確保対策に取り組んでいく。 

 

２ 予 算 額     ５１４，２２３千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護人材の確保                        

  ア 介護人材確保・定着推進協議会の運営            １，２１６千円 

    関係機関や団体と連携しながら介護人材確保・生産性向上・定着・イメージアッ

プに係る取組を全県的に推進する。 

 

  イ 介護人材確保総合推進事業 （一部新規）                 １００，４６９千円 

 介護未経験者等に対し、地理情報と連携して介護職に関する求人情報等を掲載し

たポータルサイトを運営するとともに、職場体験研修やオンラインを活用した介護

に関する入門的研修及び就職先とのマッチングを実施する。 

 

  ウ 優良介護事業所認証事業                   １,４０３千円 

    人材育成等について優れた取組を行っている介護事業所を認証する。 

 

  エ 離職した介護職員の届出システム事業                    ８,２５０千円 

    国のシステムを活用して就職に役立つ情報を積極的に提供し、離職した介護職員

の復職を支援する。 

 

  オ 福祉・介護人材育成促進事業               ２０６,２５４千円 
       介護人材の確保・定着を図るため、将来、県内の社会福祉施設等への就職を希望 

   する学生に対する修学資金及び離職後に再就職する介護職員（潜在介護職員）に対 

   する就職準備金の貸付けを実施する。 

    あわせて、感染症の影響により一層の人材不足が懸念される介護施設等における

人材確保を図るため、他業種で働いていた者等が介護職員初任者研修等を修了し、

県内の介護事業所等に就職する場合の就職支援金及び福祉系高校に通う学生に対す

る修学資金の貸付けを実施する。 
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  カ 市町村による介護人材確保支援事業              １０,０００千円 
       市町村が行う介護に関する入門的研修や職場体験の実施から介護事業所とのマッ

チングまでの一体的事業を実施した場合にその経費の一部を補助する。 

 
  キ 外国人のための環境整備事業                ２６,８００千円 
       介護事業所が外国人介護人材の受入に当たって、日本語能力の習得に係る費用及

び住居費を負担した場合に経費の一部を補助する。 

 

  ク 介護福祉士を目指す外国人留学生の応援事業          ８,４００千円 
       介護福祉士養成施設が、在学する外国人留学生に対して日本語学習や国家試験対

策等の専門知識習得のための課外授業を実施した場合に、その経費の一部を補助す

る。 

 

（２）介護人材の定着 

  ア 介護職員資格取得支援事業                 ２１,５００千円 

    介護現場で働きながら介護福祉士実務者研修を受講した者及び介護職員初任者研

修を受講した者に対して、研修受講料の一部を補助する。 

 

  イ 介護人材バンク事業                         ３,５４２千円 

    家族の看護や介護、研修受講、短時間の子育て支援など休暇取得の際に、必要に

応じて代替の職員を紹介する。 
 

  ウ 介護職員就業定着支援事業（一部新規）           １６，３０１千円 

    新任介護職員に対し研修及びキャリアカウンセラーによる相談等を実施し早期離

職を防止するとともに、離職者に対し再就職を支援する。  

 

  エ 介護職員キャリアアップ研修事業               ６,５４７千円 

    介護事業経営者向けのセミナー、中堅職員向けの研修及びハラスメント対策研修

を実施する。 

 

  オ 介護支援専門員研修受講支援事業              ３５,０００千円 

    研修実施機関に対して必要経費の一部を補助する。 

 

    カ 医療・介護連携強化対策事業                   ７７５千円 

 医療関係者と介護支援専門員等が連携を深め、地域包括ケアの推進に必要な知識

の習得及び技術の向上を図るための研修を実施する。  
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（３）介護現場における生産性の向上 

  ア 介護ロボット普及促進事業                 ４２,６００千円 

    介護ロボットを購入又はレンタルする介護事業所に対し、経費の一部を補助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ ＩＣＴ導入支援事業                     ７,３７６千円 

    ＩＣＴを導入する介護事業所に対しアドバイザー派遣を行うとともに、システム

の導入費の一部を補助する。 

 

  ウ スマート介護施設モデル事業                 ６,８５０千円 

    介護施設にコンサルタントを派遣して介護業務を再構築し、介護ロボット・ＩＣ

Ｔを駆使することで生産性向上を図り、成果を普及させる。 

 

（４）介護のイメージアップ 

  ア 介護の魅力ＰＲ推進事業             ８,６６４千円 

    介護の魅力をＰＲするため、県内介護事業所に勤務する介護職員で構成する介護

の魅力ＰＲ隊による大学・高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施する。 

 

  イ 介護職員永年勤続表彰事業                    ２７６千円 

    永年勤続２０年及び１０年の介護職員等を表彰する。 

 

  ウ メッセージカード事業                    ２,０００千円 

    介護職員等への感謝の気持ちなどをメッセージカードで伝える取組を実施する。 
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共生のための「チームオレンジ」構築支援 

 
              担当 地域包括ケア課 認知症・虐待防止担当 

              内線 ３２５１  
 
 
１ 目  的 
  認知症の人やその家族に対する地域の支援を広げるため、市町村における「チームオ

レンジ」の構築を支援するとともに、認知症本人大使「埼玉県オレンジ大使」を任命し、
本人からの発信を支援する。 

 
２ 予 算 額 ６，６８３千円 
 
３ 事業概要 
（１）「チームオレンジ」構築支援事業               ６，４６３千円 

   認知症サポーター等がチームを作り、認知症の人やその家族のニーズに合った具体

的な支援につなげる仕組みである「チームオレンジ」の構築を行う市町村を直接支援

する専門職（オレンジチューター）を設置し、市町村等に派遣する。 

   また、市町村において「チームオレンジ」構築の中心となる「コーディネーター」向

けの研修を開催するとともに、「チームオレンジ」のリーダー向けの研修を開催する。 

 

（２）認知症本人大使「埼玉県オレンジ大使」任命事業          ２２０千円 

   認知症本人からの発信支援を行うため、「埼玉県オレンジ大使」を任命し、派遣な

どを行う。 

 

「チームオレンジ」 

 認知症サポーターが「ステップアップ講座」を受講してチームの主要なメンバーに

なることを想定。具体的な支援としては、認知症カフェの運営支援、外出支援、見守

り・声かけ、話し相手などの活動を行う。なお、「埼玉県認知症施策推進計画」では

令和５年度末までに３２市町村における「チームオレンジ」の構築を数値目標として

いる。 

 

「埼玉県オレンジ大使」 

 令和３年９月２日、「埼玉県オレンジ大使」の任命式を行い、若年性アルツハイマ

ーの診断を受けている菊地大輔さんと渡邊雅徳さんに大野知事が任命書を手渡した。 
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認知症施策の総合的な推進  
 

担当 地域包括ケア課 認知症・虐待防止担当 

内線 ３２６２               

 

１ 目  的 

  認知症に関する普及啓発や本人発信の支援、医療・ケア・介護サービスへの支援、若

年性認知症等の人への支援、認知症バリアフリーを中心とした地域における取組などに

より、認知症本人とその家族に対する施策を総合的に推進する。 

 

２ 予 算 額     ７２，５１８千円 （再掲事業は除く） 

 

３ 事業概要 

（１）認知症ケア支援事業費                ２３，７３９千円 

   認知症に関する知識等の普及・啓発・研修を実施することにより、認知症の人やそ

の家族、認知症を介護する職員等を支援する。 

 

（２）認知症ケア技術向上事業費              １，６２６千円 

   認知症介護の技術向上のための研修を実施することにより、認知症の人を介護する

家族等を支援する。 

 

（３）成年後見制度利用促進事業費            ２７，５１２千円 

   市町村における成年後見制度を活用するための体制整備・強化を支援することによ

り、成年後見制度の利用を促進する。 

 

（４）認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費      ２，４８９千円 

   認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成するとともに、

市町村認知症連絡会を開催することにより市町村の認知症施策の推進を支援する。 

 

（５）若年性認知症の人のための施策の推進        １７，１５２千円 

   若年性認知症支援コーディネーターを配置し、セミナーの開催等による普及・啓発、

相談対応や活動できる環境づくりの推進、就労継続等支援を行う。 

 

（６）共生のための「チームオレンジ」構築支援事業費（再掲・Ｐ１３） 

                             ６，６８３千円 

   認知症の人やその家族に対する地域の支援を広げるため、市町村における「チーム

オレンジ」の構築を支援するとともに、認知症本人大使「埼玉県オレンジ大使」を任

命し、本人からの発信を支援する。 
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市町村介護保険財政支援  

 
 

                    担当 地域包括ケア課 総務・介護保険担当 

                    内線 ３２５５ 

 

１ 目  的 

 【介護保険の円滑な制度運営】 

  介護保険法に基づき、市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の法定割

合を負担するとともに、介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財政安定化基金を

管理し、貸付等を行う。 

  また、６５歳以上の低所得者の保険料負担の軽減に要する費用を負担する。 

 

２ 予 算 額     ８９，２１１，７０１千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護給付費負担金                           ８２，７２０，９９５千円 

（２）地域支援事業交付金                    ４，４１６，１５６千円 

（３）介護保険財政安定化基金事業                       ３０６，１１４千円 

（４）低所得者保険料軽減負担金              １，７６８，４３６千円 
 
             
 

  
    ６５歳以上の保険料  

    

  

     ４０歳から６４歳までの保険料 

       (医療保険料と併せて支払う) 

 

     国 

        施設等給付費      ２０％ 

        その他の給付費    ２５％ 

        （うち５％は調整交付金） 

 

    埼玉県  

       施設等給付費     １７．５％ 

      その他の給付費   １２．５％ 

                        82,720,995千円 

 

 
    市町村         １２．５％  
 

 

 

介護給付費 

27% 

50% 

23% 
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医療的ケア児者とケアラーへの支援  

 
        担当 障害者支援課 総務・市町村支援担当 内線 ３３０８  
                  地域生活支援担当   内線 ３３１８ 

 
１ 目  的 

 地域で暮らす障害児者やケアラーを支援するため、基幹相談支援センターや地域生活

支援拠点等の整備を促進するとともに、医療的ケアを必要とする障害児者への支援を行

う。また、医療的ケア児及びその家族等に対する専門的な相談や情報提供及び関係機関

等との連絡調整などを行うことで医療的ケア児の健やかな成長を図るとともにその家族

が安心して子育てができる社会の実現を図る。 

 

２ 予 算 額  ９８，４３０千円 

 

３ 事業概要 

（１）障害者地域支援体制整備事業                 １，２４６千円 

 地域で暮らす障害児者やケアラーを支援するため、市町村の基幹相談支援センター

や地域生活支援拠点等の整備を促進する。  
（２）レスパイトケア受入促進事業                ８９，０００千円 

 医療的ケアを必要とする重症心身障害児者を在宅で介護する家族の精神的・身体的

負担を軽減するため、ショートステイ等によるレスパイトケアの充実を図る。 
（３）コーディネーター養成研修事業                １，６９０千円 

 医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児等が地域で安心して暮らせるよう、適切

な支援が行える人材を養成するため研修を実施する。 
（４）医療的ケア児者受入設備整備事業               １，５００千円 

 事業所において医療的ケアが必要な障害児者を受入れるため必要なベッドの設置や

間仕切り等の費用を補助する。 
（５）医療的ケア児者支援従事者養成研修事業            １，５００千円 

 医療的ケアが必要な障害児者を受入れる事業所でたんの吸引等の医療行為を提供で

きる職員を養成するため、研修費用を補助する。 
（６）医療的ケア児支援センター事業費（新規）           ３，４９４千円 

 医療的ケア児支援センターのあり方を検討するとともに、センターを設置し、市町村

へのスーパーバイズや医療的ケア児の家族等への支援を行う。 



                                          新 規 
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重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進 

 

担当 障害者支援課 施設整備・法人指導担当 

内線 ３３１３ 

 

１ 目  的 

  グループホームの安心感を高め、入所施設等から地域における住まい・生活

の場であるグループホームへの地域移行を促進する。 

 

２ 予 算 額      ２９，５００千円 

 

３ 事業概要 

（１）重度障害者グループホームの整備 

  ア 空き家を活用した重度障害者グループホーム整備促進事業 

    社会福祉法人等が空き家を重度障害者に対応したグループホームに改

修する費用を補助する。 

 

（２）重度障害者グループホームの支援体制の強化 

  ア 重度障害者地域生活支援体制整備事業 

    重度障害者の専門的な支援を実施している社会福祉法人に、グループホ

ームへの実地研修や相談・支援を委託し、グループホーム職員の入居者に

対する処遇技術の向上を図る。 

 

  イ 重度障害者対応グループホーム認証事業 

    入居者支援が一定水準以上あるグループホームを、重度障害者を受け入

れることが可能なグループホームとして認証する。 

 

 



    一部新規 
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障害者就労施設への支援  

                    担当 障害者支援課 施設支援担当  
                     内線 ３５５６  
                 
１ 目  的 

  障害者が働くことを実感し、地域でより潤いのある生活を送ることができるよう、障   

 害者就労施設の技術指導員確保への支援や障害者就労施設製品のＰＲを通じて、魅力あ  

 る商品の開発や販路拡大を図り、障害者の工賃向上につなげる。 

  また、遠隔操作可能な分身ロボットを活用することにより、外出が困難な重度身体障   

 害者の就労機会の確保と社会参加につなげる。 

 

２ 予 算 額  ７，１１１千円 

 

３ 事業概要 

（１）販売促進事業                                ３，２７１千円 

    障害者就労施設製品の展示・販売会を開催することにより、障害者就労施設製品の

    魅力のＰＲや障害者就労施設に対する理解を図り、障害者の工賃向上につなげる。 

  ア 彩の国セルプまつり                      

    彩の国セルプまつり開催経費に対して補助する。 

  イ 商品展示・販売会                     

    多くの人が集まる駅コンコース等における展示・販売会の開催経費に対して補助

   する。 

  ウ サデコショップでの展示・販売               

    川口市 ＳＫＩＰシティ内の常設店舗における展示・販売経費に対して補助する。 

  エ 障害者就労施設応援企業・協力企業                

    障害者就労施設から物品の調達等に積極的に取り組む企業のＰＲや一定額以上の

   調達実績のある企業等に感謝状を贈呈する。 

（２）技術指導員支援制度                                 ２，１３２千円 

   障害者就労施設が、工賃向上のための技術指導員を確保するための費用の一部を補

    助するとともに工賃向上研修会を開催する。 

（３）分身ロボットを活用した障害者就労支援事業（新規）       １，７０８千円 

   外出が困難な重度身体障害者が、自宅から遠隔操作可能な分身ロボットを遠隔操作

    して接客を行い、就労の機会の確保と社会参加を促進する。 

                      

                       
庁舎案内 カフェでの注文

分身ロボット「OriHime」での接客イメージ 
写真提供元：（株）オリィ研究所 
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障害児（者）福祉施設等の整備促進 

 

担当 障害者支援課 施設整備・法人指導担当 

内線 ３３１３ 

 

１ 目 的 

 障害児者の生活の場である入所施設や通所事業所・グループホーム等の整備

を促進するため、施設整備費の一部を社会福祉法人等に助成する。 

 

２ 予 算 額     １，５９３，０６９千円 

 

３ 事業概要 

   社会福祉法人等が設置する障害者入所施設や通所事業所の創設等に係る

整備費を助成する。 

 

   入所施設の創設              ２箇所 

 

   障害児通所事業所の創設          １箇所  

 

   老朽化による大規模修繕等         ４箇所 

 

   非常用自家発電設備の整備          １箇所 
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県央圏域 

南部圏域 

 

精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築促進  

 

           担当 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当 

内線 ３２９５ 

 

１ 目  的 

  精神障害者が地域で安心して自分らしい生活ができるよう、関係機関の連携 

 による地域の実状に応じた支援体制を構築し、精神障害者を支援する取組を推 

 進する。 

 

２ 予 算 額     ４２，０１６千円 

 

３ 事業概要 

（１）体制構築                      ３，４９０千円 

    各保健所に設置した協議の場を核として精神障害に対応した包括的な支援体制を 

  構築し、広域的な課題に取り組むとともに市町村の取組を支援する。 

（２）人材育成                         １，１５３千円 

    精神科医療と福祉事業所等の連携を促進するための研修会を保健所ごとに開催し、 

   地域包括ケアを担う人材を育成する。 

（３）広域支援                     ３７，３７３千円 

ア 精神障害に対応したアウトリーチ事業    

     医療や福祉サービスにつながりにくい精神障害者などを対象として、医師、精神 

    保健福祉士等の多職種によるアウトリーチ（訪問支援）事業をモデル地域において 

    実施する。 

     県内２圏域をモデル地域として実施する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

イ 地域移行・地域定着ピアサポート活動促進事業 

    精神障害者の地域移行や退院後の孤立を防ぐため、ピアサポート活動を促進する。 

ウ 早期退院支援推進事業 

    新たな長期入院者を防ぐため、精神障害者の早期退院に向けた取組を支援する。 

 

○ 令和 2 年度は 78 名に対し、862 回の訪問 

 支援を実施 

○ 多職種の訪問支援により、複雑な問題を 

 抱える精神障害者の生活破綻を防止 



  一部新規 
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生活困窮者や生活保護受給者等に対する切れ目のない支援  

 

担当 社会福祉課  

   医療保護・生活困窮者支援担当  
内線 ３２７１ 

 
１ 目  的 

 【生活困窮者や生活保護受給者等の自立支援】 

  町村部の生活困窮者に対し、生活・就労・家計に関する支援員を配置し自立

を支援する。 

  また、町村部の生活保護受給者に対し、職業訓練・住宅・就労自立に関する支援員

を配置し、県福祉事務所のケースワーカーと連携して自立を支援する。 

  あわせて、小学生から高校生までの学習支援事業を実施し、貧困の連鎖の解

消を図る。 

 

２ 予 算 額     ４２４，７３５千円 

 

３ 事業概要 

（１）生活困窮者自立相談支援等事業          １２１，８５４千円 

  ア 自立相談支援事業 

     相談窓口を設置し、生活困窮者が抱える課題に応じた総合相談、支援プ

ランの作成、関係機関との連絡調整等を行う。 

 

イ 就労準備支援事業   

   直ちに就労することが困難な生活困窮者に対し、職業訓練や就労体験 

  を提供し就労を目指す。 

 

ウ 家計改善支援事業 

  生活困窮者の家計収支を改善させ生活再建を支援する。 

 

エ 一時生活支援事業 

  住居のない生活困窮者に一時的な衣食住を提供する。 

 

（２）住居確保給付金                  ２０，０９１千円 

離職等により住居を失った方、失うおそれのある方に、家賃相当額を支

給する。 
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（３）学習支援事業                    

   ア アスポート事業（中学生・高校生支援）         ８３，５１９千円 

     困窮世帯の中学生・高校生に対して、学習教室や家庭訪問により学習支

援を行い、高校進学・中退防止を支援する。 

 

 イ ジュニア・アスポート事業（小学生支援）        ８２，２０８千円 

（ア）困窮世帯の小学生向けの学習・生活支援、体験活動、健康支援を行う

「ジュニア・アスポート教室」を運営する。 

（イ）教室の立ち上げや企業・地域団体との連携、ボランティアなどのコー

ディネート等の支援を行うコーディネーターを市町村に派遣するとと

もに市が実施する小学生向けの学習・生活支援事業に対して助成を行う。 

 

ウ 子供のオンライン学習フォローアップ事業（新規）  ２，４６０千円 

  困窮世帯の子供たちに対して、オンライン学習のフォローアップを行う。 

 

（４）生活保護受給者チャレンジ支援事業費 

  ア 職業訓練支援員事業                ３，０３３千円 

 技術や資格を持たないなど直ちに就労することが困難な生活保護受給

者に対し、技能講習の受講や就労体験を促すなど、就職に結び付くよう支

援する。 

 

  イ 住宅ソーシャルワーカー事業            ６，３０８千円 

 無料低額宿泊所入所者など居宅の確保に困難を抱える生活保護受給者

に対し、民間アパートや社会福祉施設等への入居支援を行う。 

 

  ウ 被保護者就労・自立支援事業           ３６，８６２千円 

 就労相談や求人情報の提供など就労支援を実施するとともに、在宅医

療・介護など地域生活における自立支援を推進する。 

 

（５）埼玉県地域生活定着支援センター事業費       ４２，０００千円 

 高齢又は障害がある方で、刑務所等の出所後も帰来先のない方や更生緊

急保護が適用となった起訴猶予者・執行猶予者等に対し、各種福祉サービ

スの利用支援等を実施する。 
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（６）ICTと専門職の活用による自立支援促進事業      ２６，４００千円 

 生活保護業務に必要な情報・ノウハウを集積したＡＩヘルプデスクを構

築するとともに、社会保険労務士と連携し年金受給権の再調査等により、

被保護者の自立支援を促進する。 
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子供の居場所づくりの支援 
 
                     担当 少子政策課 こどもの未来応援担当 
                     内線 ３３４８ 
 

１ 目  的 

  子供の居場所づくりを推進するため、出前講座の開催や「こどもの居場所づくりアド

バイザー」の派遣等により担い手の発掘を図り、子供の居場所の立ち上げ等を支援する。  

  また、子供の居場所で体験活動や学習支援を実施できるよう体験活動講師や学習支援

員を派遣し、子供のＥＱ（心の知能指数）向上を図る。 

 

２ 予 算 額      １８，２８９千円 

 

３ 事業概要 

（１）子供の居場所づくり支援事業                １３，２４２千円 

     子供の居場所の立ち上げと安定的な運営などを支援する「こどもの居場所づくりア 

  ドバイザー」を各地域に派遣し、ノウハウの普及を図る。 

   また、こどもの居場所づくりセミナーや子供の居場所に関心がある方向けの出前講

座を開催する。 

 

（２）子供のＥＱ向上に向けた支援員派遣              ５，０４７千円  

     子供の居場所で体験活動や学習支援を実施できるよう体験活動講師や学習支援員を

派遣し、子供のＥＱ向上を図る。  
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ヤングケアラーを支援する施策の推進  
 

        担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当 内線 ３２５６ 
                こども安全課 児童虐待対策担当 内線 ３３３５ 
 

１ 目  的 

  ヤングケアラーのケア負担の軽減を図るために、多様な主体による協議会を立ち上げ、

生活援助サービスの提供体制整備等の検討を進めるとともに、各市町村等の支援を行っ

ていく。 

  また、地域の民間支援団体等にヤングケアラーの発見・把握、支援につなげるための

研修を行うとともに、ヤングケアラー本人に寄り添った支援を行うための相談体制を整

備していく。 

 

２ 予 算 額     ２１，００１千円（再掲事業は除く） 
 
３ 事業概要 

（１）ヤングケアラー支援推進協議会の設置・検討、コーディネーターの配置 

                               １１，４０４千円 

   県、市町村、教育委員会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、民間支援

団体等を構成員とした協議会を立ち上げ、公的サービス以外の生活援助サービスの創

出・拡充と提供体制づくりの検討等を行う。 

   また、市町村での支援体制整備に向け、ヤングケアラー支援コーディネーターを配

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ヤングケアラーの相談・見守り体制づくり           ７，０１２千円 

   ヤングケアラーの相談ニーズに幅広く対応するため、電話、ＳＮＳなど様々な手法

を用い、ヤングケアラーが気軽に相談できる体制を整備する。 

 

（３）地域におけるヤングケアラーの早期発見・把握の体制づくり   ２，５８５千円 

   ヤングケアラーを早期発見・把握、学校等とのつなぎ役を担う主任児童委員、民生・

児童委員のほか、子供の居場所（子ども食堂や学習支援教室）の運営者等を対象に研

修を実施する。 

 

（４）子育て世帯等を対象とした家事・育児支援（再掲・Ｐ７）     ８，９１０千円 

   ヤングケアラーがいる家庭など要支援家庭への家事・育児支援を行う市町村への補

助を行う。 
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ケアラーを支援する施策の推進  
 

        担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当 内線 ３２５６ 
        担当 障害者支援課  地域生活支援担当 内線 ３３１８ 

 

１ 目  的 

  ケアラー・ヤングケアラー支援に関する普及啓発や居場所づくり、市町村等相談支援

機関の人材育成支援、ヤングケアラー支援体制の整備、ケアラー入院時等の要介護者受

入施設の運営などにより、ケアラー及びヤングケアラーを総合的に支援する。 

 

２ 予 算 額     ４９，３６６千円 （再掲事業は除く） 
 
３ 事業概要 

（１）ケアラー支援普及啓発事業                    ６，８８９千円 

   「ケアラー月間」を中心に、地域でのケアラー支援のための学習会、ケアラーのイ

メージアップのための情報発信を行うなど、集中的な広報・啓発活動を実施する。 

   ヤングケアラー支援のためのハンドブックを

小・中・高校生に配布する。 

   県民等の理解促進のため、ケアラー支援の必要

性を効果的に伝えるための啓発リーフレット等を

配布する。 

 

（２）市町村等支援事業                      ４，６３７千円 

   市町村におけるケアラー等への支援体制を強化するため、地域包括支援センター職

員等を対象とした研修を実施し、ケアラーに対する相談支援体制の強化を図る。 

 

（３）ヤングケアラー支援に向けた教育・福祉連携促進事業        ６００千円 

   ヤングケアラー支援のための教育機関（学校・市町村教育委員会）と市町村福祉担

当課等（高齢・障害・児童・生活困窮の各分野）による合同研修会を実施する。 

 

（４）ヤングケアラー支援事業                   ３，４９６千円 

   ヤングケアラー自身が抱える悩みを相談する場所とし

て、オンラインによるサロンを開催し、同様の経験を持つ

元ヤングケアラーとの交流を促進する。 

 

 

 

（５）地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業（再掲・Ｐ２５） 

                                ２１，００１千円 

   県全体でヤングケアラー支援体制の整備に向け協議会を立ち上げ、生活援助サービ

スの提供体制の検討を進めるとともに、各市町村社協の支援を行う。 

   地域の民間支援団体等への研修を行うとともに、ヤングケアラーからの悩みを受け

る相談支援体制を整備していく。 
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（６）ケアラー入院時等の要介護者受入施設の運営         ３３，３２５千円 

   ケアラーが新型コロナウイルスに感染して入院等した場合に、要介護者（高齢者・

障害児者）のケアに当たる受入施設を運営する。 

 

（７）ケアラー支援有識者会議                     ４１９千円 

   ケアラー支援のための各種施策の推進のため、埼玉県ケアラー支援に関する有識者

会議を開催し、進捗状況の管理や新たな課題に対する検討を行う。 
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ひとり親家庭への支援 
 
                 担当 少子政策課 手当・ひとり親家庭支援担当 
                 内線 ３３３７ 
 

１ 目  的 

  経済的に厳しい環境に置かれたひとり親家庭の自立を促進するため、経済的支援のほかに、

母子・父子自立支援員等による生活相談や就労相談、ひとり親の資格取得から職場定着まで

切れ目のない就業支援を行う。また、養育費確保に向け、弁護士による無料法律相談や養育

費に関する啓発を実施する。 

 

２ 予 算 額     １，８４５，８０１千円 

 

３ 事業概要 

（１）ひとり親家庭の経済的支援の実施           １，７１５，１６３千円 

   経済的に厳しい状況に置かれているひとり親家庭に対して児童扶養手当を支給するこ

とにより、児童の福祉の増進に寄与する。 

 

（２）母子・父子自立支援員等による相談支援の実施         ２，０２８千円 

   ひとり親家庭の自立支援のため、母子・父子自立支援員や就業支援専門員を各福祉事務

所に配置し、各種相談支援を行う。 

 

（３）ひとり親家庭資格取得応援事業の実施            １０，４４４千円 

経済的な自立に向けて就職に有利な資格の取得を支援するため、資格取得に関するセミ

ナーや看護学校受験対策講座を開催する。 

 

（４）母子・父子家庭自立支援給付金の支給           １１５，７００千円 

   就職に有利な資格の取得を目指すひとり親に対し、指定講座の受講料の一部や、養成機

関で学ぶ間の生活の負担軽減を図るための給付金を支給する。 

 

（５）母子・父子福祉センターの運営                ２，４６６千円 

   ひとり親家庭の生活の質の向上のため母子・父子福祉センターを運営し、養育費に関す

る法律相談や、パソコン教室など就業支援講座を実施する。 
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災害時における要配慮者等への支援体制の強化  

 

           担当 障害者福祉推進課 総務・企画・団体担当 

              内線 ３２９４ 

 

１ 目  的 

  高齢者、障害者などの要配慮者が災害時に安心・安全に避難できる体制を確

保するため、個別避難計画に基づく福祉避難所への直接避難についてモデル市

町村を選定し、防災の専門家による助言・提案などの支援を行うことにより、

体制整備を促進する。 

 

２ 予 算 額     ５，０５６千円 

 

３ 事業概要 

 ・ 地域（都市部、郊外、山間部）に応じて想定される災害を考慮して、モデ

ル市町村を選定する。 

 ・ モデル市町村においては、関係者による検討会議を開催し、防災の専門家

による支援等を受けて、地域の実情に合った福祉避難所への直接避難計画を

作成する。 

 ・ モデル市町村の成果については、報告書及び映像による動画マニュアルを

作成し、県内市町村へ普及拡大を図る。 

 

 

一時避難所では対応できない要配慮者が福祉避難所に直接避難できる体制を

整備する。 
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虐待通報ダイヤルの運用・虐待防止の啓発  

 
                      担当 福祉政策課 政策企画担当 

                      内線 ３３９１  
 
 
１ 目  的 

埼玉県虐待禁止条例に基づき、児童・高齢者・障害者の各虐待の通報等を一

括して受ける虐待通報ダイヤルを運用するとともに、県民に対する虐待防止の

普及・啓発等を行い、虐待の予防や早期発見、早期対応につなげる。 

 
２ 予 算 額     ４５，７６４千円 

 
３ 事業概要 

（１）虐待通報ダイヤルの運用              ４４，０５０千円 

   児童・高齢者・障害者の各虐待の通報等に２４時間３６５日、一元的に対

応する虐待通報ダイヤルを運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）虐待防止の普及・啓発                １，７１４千円 

   虐待の早期発見・早期対応につなげるため、普及啓発用リーフレット等に

より、虐待防止の啓発及び広報を行う。 
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新型コロナウイルス感染症対策 
           
         担当 高齢者福祉課 施 設 整 備 担 当  内線 ３２６８ 
                    施設・事業者指導担当  内線 ３２４７ 
            少 子 政 策 課 施設整備・指導担当  内線 ３３２８ 
                    子育て環境整備担当  内線 ３３２２ 
            こ ど も 安 全 課 養 護 担 当  内線 ３３３１ 
            障 害 者 支 援 課 施 設 支 援 担 当  内線 ３３０２ 
                    総務・市町村支援担当  内線 ３３０８ 
 
１ 目  的 

  新型コロナウイルス感染症に対応するため、福祉施設における感染拡大防止対策へ

の支援、介護・障害福祉サービスの事業継続のための支援、福祉施設におけるリリー

フナース制度の構築等を実施する。 
 
 
 
２ 予算総額          ２，７７４，６２４千円 

 
 
３ 事業概要 

（１）介護施設等における感染拡大防止対策への支援      ９８２，３００千円 

      介護施設等において、感染拡大を防止する観点から、多床室の個室化に要する改 

  修費、簡易陰圧装置の設置に要する経費、換気設備の設置に要する経費、感染拡大 

  防止のためのゾーニング環境等の整備に要する経費を補助する。 

 

（２）児童福祉施設等における感染拡大防止対策への支援（新規） 

                            １，４６０，３５５千円 

   保育所及び放課後児童クラブ等におけるトイレの乾式化や非接触型水栓の設置等 

  や児童養護施設等における個室化に要する経費等に助成する。 

 

（３）介護・障害福祉サービスの事業継続のための支援      ２７９，１０５千円 

      感染症が発生した場合においても、必要な介護・障害福祉サービスが継続して提 

  供できるよう、緊急時の人材確保や施設等の消毒・清掃等の追加で発生する経費を 

  補助する。 
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（４）福祉施設におけるリリーフナース制度の構築（新規）    ５２，８６４千円 

   高齢者施設・障害者施設・児童養護施設等でのクラスター発生時の療養体制を確 

  保するため看護師を派遣する。さらに、看護師が巡回指導し、施設の感染症対応能 

  力の向上を図る。 
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エッセンシャルワーカーの処遇改善 
           
         担当 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当  内線 ３２４４ 
            地域包括ケア課 総務・介護保険担当  内線 ３２５５ 
            障 害 者 支 援 課 地 域 生 活 支 援 担 当  内線 ３３１７ 
                    施 設 支 援 担 当  内線 ３３１４ 
            こ ど も 安 全 課 養 護 担 当  内線 ３３３２ 
            少 子 政 策 課 子育て環境整備担当  内線 ３３２２ 
                    施設運営・人材確保担当  内線 ３３３０ 
 
 
１ 目  的 

  介護職員、障害福祉職員、児童養護施設職員、保育士、放課後児童支援員等の収入

を引き上げるための支援を行う。 
 
 
２ 予算総額          １２，１７２，２２５千円 

 
 
３ 事業概要 

  介護職員等の賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を３％程  

 度（月額 9,000 円）引き上げるための支援を行う。 

 

（１）介護職員           ７，９９７，０１９千円 

 

（２）障害福祉等職員        ３，３１６，２４５千円 

 

（３）児童養護施設等職員        １８４，６９０千円 

 

（４）保育士等             ４５０，００３千円 

 

（５）放課後児童支援員等        ２２４，２６８千円 
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埼玉県子育て応援行動計画の推進  

 
        担当 少子政策 課   企画・子育てムーブメント担当 内線 ３３２５ 

                  子 育 て 環 境 整 備 担 当  内線 ３３２２ 

                  こ ど も の 未 来 応 援 担 当 内線 ３３４８ 

                  手当・ひとり親家庭支援担当 内線 ３３３７ 

                                   施 設 運 営 ・ 人 材 確 保 担 当  内線 ３３３０  

                          施 設 整 備 ・ 指 導 担 当  内線 ３３２８  

                    こども安全課  児 童 虐 待 対 策 担 当 内線 ３３３５ 

                                   養 護 担 当  内線 ３３３１  

                                   児 童 相 談 所 整 備 担 当  内線 ３３６２ 

                                 児童権利擁護担当   ０４８－８３４－８７５５  

           

１ 目  的 

 「すべての子供の最善の利益」を目指し、「子育ち」「親育ち」の支援や地域全体で

の子育て支援を通じて、子供を生み育てることに希望の持てる社会づくりを進めるため、

少子化対策の推進と子育て支援の充実を図る。 

 

 

２ 予算総額      ５１，８６４，７４７千円 

        

 

３ 事業概要 

（１）結婚・出産の希望実現 

  ア 結婚を望む人への支援、ライフデザイン構築の支援 

  （ア）SAITAMA 出会いサポートセンター事業           ８，１４８千円 

    市町村や企業等との連携により「SAITAMA 出会いサポートセンター（恋たま）」

を運営し、広域的で効果的な出会いの機会を提供するとともに、若い世代が結婚、

妊娠、出産、子育てを含めたライフプランを希望どおり描けるように支援を行う。 

 

  （イ）少子化対策推進事業                  ５０，０００千円 
    市町村と連携して実施する結婚、出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社

会づくり・気運の醸成の取組や経済的な理由で結婚に踏み出せない低所得者を支
援する取組を推進する。   

 
（２）「子育て」と「子育ち」の支援 

  ア 「孤育て」にしない地域の子育て力の充実 

  （ア）パパ・ママ応援ショップ事業の推進           １１，３１９千円  

    子育て世帯への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」事業と「多子世帯 

   応援ショップ」事業、乳幼児連れの外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事業を 

   通じ、「子育てムーブメント」の社会全体への浸透を図る。 

 

  （イ）地域の子育て支援事業              １，４７７，６０８千円 

子育て中の親子が交流を深め、不安や悩みを相談できる地域子育て支援拠点及 

 び預けたい人と預かることができる人をつなぐ地域の相互援助組織であるファミ  

 リー・サポート・センター等の運営に必要な経費を補助する。 
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     また、地域子育て支援拠点における子育て支援機能を強化するため、オンライ 

    ンの活用を促進する。 

 

  （ウ）放課後児童クラブの充実             ６，９０５，８８８千円 

労働等により昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、授業  

の終了後に遊び及び生活の場を与える「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を

補助するとともに、利用児童の増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促

進する。 

 

  イ 質の高い幼児教育・保育の充実  

  （ア） 多様な保育ニーズに応える受け皿の確保                                    

  a 保育所の整備促進                 ３００，０００千円 

      増加する保育需要に対応するため、認可保育所の整備を促進する。 

 

b 多様な保育施設への支援           ３２，９３２，７０２千円 

 保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業等の運営費の一

部を負担するとともに、認可外保育施設の認可化移行を支援することにより、

多様な保育施設の需要への対応を図る。 

 

  c 幼稚園における保育の促進             １，０００，０００千円 

保育と教育の機能を併せ持つ認定こども園の整備や、幼稚園の預かり保育の

充実を支援し、保育を必要とする家庭が幼稚園を利用しやすい環境を整える。 

 

  d 延長保育                     ３７９，１０６千円  

     民間保育所において、１１時間（短時間認定児童は８時間）の開所時間を超

えて実施する延長保育に対して、必要な経費を補助する。 

 

  e 一時預かり事業                  ８５０，２４６千円  

     家庭において、一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児を預かり、

必要な保護を行う一時預かり事業に対して、必要な経費を補助する。 

 

  f 病児保育                     ２８９，４１２千円  

     保護者が仕事の都合で休めないときに、病気の児童を一時的に保育する病

院・保育所等や保育中に体調不良となった児童への緊急対応を行う保育所等に

対して、必要な経費を補助する。 

 

     g 希望時期入園制度の導入支援               ３，００８千円  

  育児休業を切り上げることなく家庭で子育てできる環境を整備することを目

的として、保護者が希望する時期（育児休業復帰時）に保育所等に入園できる

仕組みの導入を支援する。 

 

  （イ）保育人材の確保                  ２，０１０，５８２千円 

 新卒保育士や潜在保育士を対象とした就職準備金貸付、保育士・保育所支援

センターによるマッチング支援等により、県内保育所等への就職を支援する。 

 併せて、保育の質の向上を図るため、保育士等キャリアアップ研修や質の向

上研修などの各種研修を実施する。 
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   ウ 子育てに係る経済的負担の軽減  

  （ア）多子世帯保育料軽減事業             １，１１０，７８５千円 

多子世帯における経済的負担を軽減するため、保育所等に入所する第３子以降

の児童（満３歳未満）の保育料を助成する。 

 
  （イ）多子世帯応援クーポン事業              ４４２，９１２千円 

多子世帯の育児にかかる負担を軽減し、子育てしやすい環境を提供するため、

第３子以降が生まれた世帯に子育てサービス等に利用できるクーポンを配布す

る。 

 

（３）「子供の貧困」対策の推進 

   ア 子供の居場所づくりの支援               １８，２８９千円 
 子供の居場所づくりを推進するため、出前講座の開催や「こどもの居場所づく
りアドバイザー」の派遣等により担い手の発掘を図り、子供の居場所の立ち上げ
等を支援する。また、子供の居場所で体験活動や学習支援を実施できるよう学習
支援員を派遣し、子供のＥＱ向上を図る。 
 

   イ ひとり親家庭への支援              １，８４５，８０１千円 
 経済的に厳しい環境に置かれたひとり親家庭の自立を促進するため、経済的支
援のほかに、母子・父子自立支援員等による生活相談や就労相談、ひとり親の資
格取得から職場定着まで切れ目のない就業支援を行う。また、養育費確保に向け、
弁護士による無料法律相談や養育費に関する啓発を実施する。 

 

（４）児童虐待防止・社会的養育の充実 

  ア 子供を虐待から守る地域づくり 

  （ア）児童虐待防止対策の強化（一部新規）        ２，０７７,３４０千円 

北部地域の一時保護所不足を改善するとともに、熊谷児童相談所の老朽化・狭

隘化に対応するため、熊谷児童相談所と一時保護所を一体的に整備する（令和５

年度開設予定）。 

また、児童相談所の管轄人口の平準化を図り、迅速かつ適切な虐待対応を行う

ため、朝霞市内に県設置８番目の児童相談所（一時保護所併設）を新設整備する

（令和７年度開設予定）。                  

さらに、ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化により、児童虐待相談対応

の充実を図るとともに、市町村における相談体制強化の支援を行う。 

 

  イ 社会的養育の充実 

  （ア）里親委託の推進強化                  ３４，５５３千円 

 里親委託の推進を図るため、民間と協働して、登録里親への委託促進と受託里

親への一貫したサポートを実施する。 

 また、委託に向けて里親と里子が面会交流を行う経費を補助するなど、里親委

託を推進する。 

 

  （イ）児童養護施設等入所児童のケアの充実・進学等支援     ８０，２８２千円 

     児童養護施設等の職員の人材確保、生活環境改善、児童の学習機会を支援する

ため必要な経費を補助する。 

     また、心理的ケアなどが必要な児童等の受入れを確保するため、児童養護施設

や乳児院の体制強化を支援する。 

 



一部新規 

- 37 - 

  （ウ）児童養護施設退所児童へのアフターケア         ３６，７６６千円 

     児童養護施設退所者等が退所後に自立できるよう、退所児童等アフターケア事

業所(クローバーハウス)を運営するとともに、希望の家事業による進学者への低

額な住居の提供・相談支援、施設に対する就労支援チームの派遣、修学継続や自

立のための資金の貸付を行う。 
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埼玉県高齢者支援計画の推進 
           
         担当 高齢者福祉課 総務・高齢企画担当  内線 ３２６３ 
                    施設・事業者指導担当  内線 ３２５４ 
                    施 設 整 備 担 当  内線 ３２６０ 
                    介 護 人 材 担 当  内線 ３２３２ 
            地域包括ケア課 総務・介護保険担当  内線 ３２５５ 
                    地 域 包 括 ケ ア 担 当  内線 ３２５６ 
                    認知症・虐待防止担当  内線 ３２５１ 
            社 会 福 祉 課 施設指導・福祉人材担当   内線 ３２２５ 
 
 
 
１ 目  的 

  高齢者が地域とつながり、自らが持つ豊富な知識や技術、経験を活かし、様々な分

野において活躍できるようにする。 
  地域共生社会の実現に向け、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいを一体的に

提供する地域包括ケアシステムの構築を更に推進する。 
 
２ 予算総額  ９９，１１４，９４４千円  

 
３ 事業概要 

（１）高齢者の活躍支援と安心して暮らせる地域社会づくり 

  ア 大学の開放授業講座の開催及び老人クラブ活動への支援  ３８，１５６千円 

    高齢者の生活の充実や社会参加のきっかけづくりとするため、２３大学と協力

し、授業科目の一部を開放する。また、老人クラブ等が実施するボランティア活

動、教養活動、健康増進活動等の経費を補助する。 
 
  イ 高齢者いきいきライフ推進事業費             ７，１５８千円 

    彩の国プラチナフェスティバル等の事業を通して、高齢者のいきがいの高揚を   

図るとともに、健康づくりを促進する。 
 
  ウ 災害派遣福祉チーム体制整備事業費            １，５００千円 

    大規模災害時に避難所等へ避難した高齢者等に対して、相談援助や応急的な介

助等の福祉支援を行う災害派遣福祉チームを被災地域に派遣するための体制を整

備する。 
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（２）地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの推進 

  ア 地域包括ケア総合支援チーム派遣事業           ７，１０２千円 

    市町村の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を進めるため、全ての市町      
村に対し、自立支援、介護予防、生活支援などの取組をオーダーメイド・伴走型

で支援する総合支援チームを派遣する。 
 
  イ 地域包括ケアシステム構築促進事業           ４０，６４１千円 

    地域ケア会議、介護予防、生活支援などの事業を担う市町村職員等の育成な

ど、市町村における地域包括ケアシステムの構築を支援する。 
   
  ウ 市町村地域支援事業促進事業費              ２，２７６千円 

    地域包括ケアシステムで中核的な役割を担う地域包括支援センターの機能を強   

化するため、市町村職員及び地域包括支援センター職員に対する研修を実施す

る。 
 
  エ 看取り体制強化事業                        １０，１０４千円 

    介護施設等の管理者及び職員向け研修の実施や介護施設等への講師の派遣によ

り、職員のスキルアップを図り、介護施設等における看取り体制の強化を図る。 
 
  オ 地域包括ケアシステム広域支援事業（一部新規）     １９，３００千円 

    県内１０か所に設置している地域リハビリテーション・ケアサポートセンター

と協力医療機関の連携により、リハビリテーション専門職を育成し、市町村の介

護予防事業等に派遣することで、地域包括ケアシステムの構築を支援する。 
    また、県内の地域リハビリテーション支援体制に関する課題や今後の在り方等 
   について検討を行い、体制の強化・充実を図る。 
   

  カ 民間事業者と連携した高齢者生活支援事業（プラチナ・サポート・ショップ） 

                               １０，３９３千円 

    民間事業者など多様な主体が高齢者をサポートする体制を整備し、高齢者の生

活支援及び介護予防を推進する。 

 
  キ ケアラーを支援する施策の推進（一部新規）       ６７，００７千円 

    ケアラー・ヤングケアラー支援に関する普及啓発や居場所づくり、市町村等相

談支援機関の人材育成支援、ケアラー入院時等の要介護者受入施設の運営などに

より、ケアラー及びヤングケアラーを総合的に支援する。 
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  ク 市町村総合相談支援体制構築事業費            ３，１９６千円 

    総合相談支援体制構築に精通するアドバイザーの派遣、課題や手法を共有する

ための情報交換会の開催及び総合相談支援体制の中核を担う人材の育成を実施

し、市町村の総合相談支援体制の構築を支援する。 
 

  ケ 地域包括ケアシステム深化・推進事業（新規）       ４，４８４千円 

    重層的支援体制整備に関する助言や人材育成のための研修を実施することによ 
   り、制度の狭間や高齢、障害、子ども、生活困窮等の分野に関連する複雑化・複 
   合化した課題等に対応できる包括的な相談・支援体制の構築に取り組む市町村を 
   支援する。 
  
（３）認知症施策の総合的な推進（埼玉県認知症施策推進計画の推進） 

  ア 認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費        ２，４８９千円 

    認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成するととも 

   に、市町村認知症連絡会を開催することにより市町村の認知症施策の推進を支援 

   する。 

 

  イ 認知症ケア支援事業費                  ２３，７３９千円 

    認知症に関する知識等の普及・啓発・研修を実施することにより、認知症高齢  

   者やその家族、認知症を介護する職員等を支援する。 

 

  ウ 認知症ケア技術向上事業費                 １，６２６千円 

    認知症介護技術向上のための研修を実施することにより、認知症の人を介護す   

   る家族等を支援する。 

 

  エ 若年性認知症の人のための施策の推進           １７，１５２千円 

    若年性認知症支援コーディネーターを配置し、相談対応や居場所づくり、就労

支援を行う。また、セミナー等の普及啓発を行うことにより、若年性認知症の人

が社会とのつながりを保ち、生きがいを持って暮らせる環境を整備する。 
 
  オ 共生のための「チームオレンジ」構築支援事業費      ６，６８３千円 

    認知症の人に対する地域の支援を広げるため、「チームオレンジ」の構築を支

援するとともに、認知症の本人による埼玉県版「希望大使」を設置し、本人から

の発信を支援する。 
 
  カ 成年後見制度利用促進事業費               ２７，５１２千円 

    市町村における成年後見制度を活用するための体制整備・強化を支援すること 

   により、成年後見制度の利用を促進する。 
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  キ 高齢者虐待対策事業費                   ２，８２６千円 

    高齢者虐待防止に関する普及啓発を行うとともに、市町村における高齢者虐待   

対応、相談窓口、ネットワークづくり等の体制整備を支援する。 
 
（４）介護保険施設等の整備 

  ア 特別養護老人ホーム等整備事業費         ２，５１９，７７６千円 

    特別養護老人ホームの創設及び増床等の整備を行う社会福祉法人に対し、整備

費の一部を補助する。 
 
  イ 介護基盤緊急整備等特別対策事業費        ３，０９８，２４３千円 

    地域密着型特別養護老人ホーム等の小規模施設等の整備に要する工事費用や非

常用自家発電設備等の整備に対する補助を行う。 
 
  ウ 施設開設準備経費等支援事業費          ２，２０４，９０２千円 

    特別養護老人ホーム等介護施設の円滑な開設のため、施設の開設準備に要する   

経費に対する補助を行う。 
 
  エ 介護施設等における感染拡大防止対策事業費      ９８２，３００千円 

    介護施設等における感染拡大を防止するため、簡易陰圧装置・換気設備の設置

費等に対する補助を行う。 
 
  オ 介護サービスの事業継続のための支援         ２５７，９０５千円 
    感染症が発生した場合においても、必要な介護サービスが継続して提供できる

よう、緊急時の人材確保や施設等の消毒・清掃等の追加で発生する経費を補助す

る。 
 
  カ 高齢者施設リリーフナース事業（新規）         ３１，０４０千円 
    療養体制が不十分となった高齢者施設に看護師を派遣し、施設内の感染拡大や

療養者の重症化を防止する。さらに、感染管理の研修を受講した看護師による巡

回指導を通じて、施設勤務の看護・介護職員の新型コロナウイルス感染症対応能

力向上を図る。 
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（５）介護人材の確保・定着・イメージアップ 

  ア 介護人材の確保・定着の促進（一部新規）       ５１４，２２３千円 

    介護人材の確保・定着の促進を図るため、介護未経験者等の就労支援、他業種

で働いていた者等への就職支援金の貸付け、市町村による介護人材確保支援、外

国人人材の受入・定着支援、介護ロボットの普及促進、ＩＣＴの導入支援、スマ

ート介護施設モデル事業、新任介護職員の定着支援、介護のイメージアップなど

を実施する。 
    また、埼玉県介護人材確保・定着推進協議会を運営し、介護人材確保・定着・

イメージアップに係る取組を全県的に推進する。 
 

（６）介護保険の持続可能な制度運営 

  ア 市町村介護保険財政支援事業費         ８９，２１１，７０１千円 

    介護保険法に基づき、市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の   

法定割合を負担するとともに、介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財政

安定化基金を管理し、貸付等を行う。 
    また、６５歳以上の低所得者の保険料負担の軽減に要する費用を負担する。 
 
  イ 要介護度改善等促進事業                 １，５１０千円 

    介護事業所における自立支援・重度化防止の取組を促進するため、利用者の要   

介護度の維持・改善等に積極的に取り組む事業所を評価・公表する。 
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埼玉県障害者支援計画の推進 
 

担当  障害者福祉推進課   総務・企画・団体担当   内線 ３２９４ 

障害福祉・自立支援医療担当   内線 ３３１５ 

社 会 参 加 推 進 ・ 芸 術 文 化 担 当   内線 ３３０９ 

障 害 者 ス ポ ー ツ 担 当   内線 ３３０３ 

障 害 者 支 援 課   総 務 ・ 市 町 村 支 援 担 当   内線 ３３１９ 

地 域 生 活 支 援 担 当   内線 ３３１７ 

施設整備・法人指導担当   内線 ３３１３ 

施 設 支 援 担 当   内線 ３３１４ 

社 会 福 祉 課   施設指導・福祉人材担当   内線 ３２７６ 

 

１ 目 的 

  障害のある人が社会の構成員として障害のない人と分け隔てられることなく

生活できる社会＝「共生社会」の実現を目標とする「埼玉県障害者支援計画（計

画期間：令和３年度～令和５年度）」に基づき、障害者施策の推進を図る。 

 

２ 予算総額     ４７，２４６，８１１千円 

 

３ 事業概要 

（１）障害者への理解促進と差別解消 

  ア 共生社会づくり推進事業                     ５，７７７千円 

    障害者差別解消法、共生社会づくり条例及び手話言語条例の普及啓発、ヘ 

   ルプマークを活用した理解促進、手話普及リレーキャンペーンを実施する。 

 

  イ 障害者差別解消推進事業               ５，１４６千円 

    障害者差別解消法に基づき、県民からの相談窓口の設置、障害者差別解消 

   支援地域協議会の開催を行う。 

 
  ウ 障害者虐待対策事業                 ３，２１７千円 

    障害者虐待防止法及び虐待禁止条例に基づき、障害者支援施設の従事者や

管理者、市町村職員等の専門性強化を図るための研修を実施するとともに、

障害者権利擁護センターの通報窓口の強化を図る。 

 

（２）障害者の地域生活の充実・社会参加の支援                           

  ア ホームヘルプサービス事業          ４，７４５，４１４千円 

    障害児（者）の家庭を訪問し、入浴等の介護、家事援助等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 
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  イ 心身障害児通園訓練事業          １０，２６８，９６０千円 
     在宅の障害児が通所して、日常生活の基本動作、集団生活への適応促進の

ための指導・訓練を受ける事業を実施する市町村に対して、その経費の一部

を負担する。 
 
  ウ 障害児（者）短期入所事業          １，００７，６６０千円 
    障害児（者）のいる家庭において、介護者の病気等で介護が困難になった

場合に、障害児（者）を一時的に施設等に入所させ、介護等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 
  

  エ 地域で暮らす障害児者・ケアラー支援事業      ９４，９３６千円 

    地域で暮らす障害児者やケアラーを支援するため、基幹相談支援センター 

   や地域生活支援拠点等の整備を促進するとともに、医療的ケアを必要とする 

   障害児者への支援を拡充する。 

 

  オ 民間心身障害児（者）施設重度療育等事業      ３１８，１８７千円 

 手厚い職員配置を行い、医療的ケアが必要な障害児の処遇改善を図るた 

め、看護師等の直接処遇職員を加配する入所施設に人件費を補助する。 

 

  カ 障害者施設等自立支援給付費        ２２，３２１，７２８千円 

        障害者が施設等において障害福祉サービスを受けた時に、自立支援給付費 

   を支出する市町村に対して、その費用の一部を負担する。 

 

  キ 地域活動支援センター助成事業           ７７，１７４千円 
    法定外施設（心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所）か

ら移行した地域活動支援センターが、移行前と同等のサービス提供を確保す

るため、運営費助成を行う市町村に対し、助成に要する経費の一部を補助す

る。 
 
  ク 市町村地域生活支援事業           １，３３６，９００千円 
    相談支援、意思疎通支援等の多様な事業を総合的に実施する市町村に対し

て、その経費の一部を補助する。 

 

  ケ 精神障害に対応した地域包括ケアシステム構築事業  ４２，０１６千円 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、保

健、医療、福祉の関係者による協議の場を設置し、課題の解決に取り組む。ま

た、精神障害が疑われる未受診者等に対するアウトリーチ支援をモデル地域

で実施する。 

 

  コ 高次脳機能障害者への支援                   １７，８６１千円 

高次脳機能障害者が地域で安心して暮らせるよう、高次脳機能障害者及び

その家族を支援するための相談事業や地域の関係機関向けの訪問支援・研修
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会等を行う。 

 

  サ グループホーム等事業助成費         ４，７１７，３９０千円 

    障害者に対し、グループホーム等のサービスを提供する市町村に運営費等

を補助（負担）する。 
 
  シ 障害児（者）福祉施設等施設整備費      １，５９３，０６９千円 
    社会福祉法人等が設置する障害者支援施設、グループホーム等の整備費の

一部を補助する。 
 

  ス 重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進事業（新規） 

                             ２９，５００千円 

    グループホームの安心感を高め、入所施設等から地域における住まい・生 

   活の場であるグループホームへの地域移行を促進する。 

 

  セ 民間社会福祉施設整備促進事業費          ３００，３０３千円 

    障害者福祉施設の建設に際し、社会福祉法人等に整備費の一部を補助する。 

    

  ソ 発達障害児・者への支援             １７７，３０６千円 

    発達障害の早期発見・早期支援を充実させる拠点として発達障害総合支援

センターを運営し、人材の育成や診療・療育体制の強化に取り組む。 

 

  タ 身体障害者補助犬育成事業             １１，５７６千円 

身体障害者の社会参加に資するため、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬

及び聴導犬）の育成及び給付を行う。 

 

  チ 障害者芸術・文化活動の推進            １６，５６６千円 

    芸術性・創造性にあふれた障害者アートの魅力を伝えるとともに、障害者

の芸術文化活動の裾野を広げるプログラムを実施し、障害者の自立・社会参

加を促進する。 

    

  ツ パラスポーツの普及・振興              ２８，２４３千円 

       本県ゆかりのパラアスリートを支援するとともに、県民がパラスポー

ツを体験できる機会の提供やパラスポーツを支える人材の育成などパ

ラスポーツへの理解と参加の促進を図る。 

 

（３）障害者の就労支援 
  ア 障害者就業・生活支援センター事業         ６４，９００千円 
    雇用・福祉・教育等の関係機関と連絡調整を行い、障害者の就業に伴う生

活上の支援を行う。 
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  イ 障害者就労施設支援事業（一部新規）         ７，１１１千円 

 障害者が働くことを実感し、地域で経済的に自立した生活を送るため、障

害者就労施設製品の販路拡大や就労機会の拡大を支援し、障害者の工賃向上

を図る。 

 また、遠隔操作可能な分身ロボットを活用することにより、外出が困難な

重度身体障害者の就労機会の確保と社会参加につなげる。 

 
  ウ 障害者農業参入チャレンジ事業            １，８６４千円 
    農家と障害者就労施設とをマッチングすることにより、施設外就労の機会

の拡大を図る。 
 

  エ 発達障害者就労支援センター事業            ２２，０００千円 

    発達障害者に特化した就労支援機関を設置し、就労に関する相談、職業能

力の評価、コミュニケーション能力やビジネスマナーを習得する訓練、就職活

動、職場定着までの支援を行う。 

 

（４）障害者への災害対策・感染症対策の支援 

  ア 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）体制整備事業     ８９１千円 

        大規模災害等が発生した場合に、精神科医療及び精神保健活動の支援を行

う災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を被災地域に派遣するための体制を

整備する。 

 

  イ 災害派遣福祉チーム体制整備事業費          １，５００千円 

    大規模災害時に避難所等へ避難した障害者等に対して、相談援助や応急的

な介助等の福祉支援を行う災害派遣福祉チームを被災地域に派遣するため

の体制を整備する。 

 

  ウ 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等継続支援事業 

                             ２１，２００千円 

    感染症が発生した場合においても、必要な障害福祉サービスが継続して提

供できるよう、緊急時の人材確保や施設等の消毒・清掃等の追加で発生する

経費を支援する。 

 

  エ 感染症り患ケアラー支援対策事業           ３，３６０千円 

    ケアラーが新型コロナウイルスに感染して入院等した場合に、要介護者で

ある障害児者のケアに当たる受入れ施設を運営する。 

 

  オ 災害時における要配慮者への支援体制の強化（新規）  ５，０５６千円 

    高齢者、障害者などの要配慮者が災害時に安心・安全に避難できる体制を

確保するため、個別避難計画に基づく福祉避難所への直接避難についてモデ

ル市町村を選定し、防災の専門家による助言・提案などの支援を行うことに

より、体制整備を促進する。 


